
船舶事故調査報告書 

令和２年５月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 養殖施設損傷 

発生日時 令和元年７月１６日 ０９時２６分ごろ 

発生場所 宮城県気仙沼市気仙沼港南方沖 

 上段
じょうだん

灯台から真方位２２８°９３０ｍ付近 

 （概位 北緯３８°５２.５′ 東経１４１°３５.８′） 

事故の概要  漁船名
めい

德
とく

丸は、南進中、養殖施設に進入し、同施設が損傷した。 

事故調査の経過 令和元年７月１８日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 名德丸、１９トン 

ＭＺ２－１００１２（漁船登録番号）、河上水産有限会社 

第２８２－１６２２４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

養殖施設 養殖筏
いかだ

固定用アンカーロープに切損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ低潮時 

 事故の経過 本船は、船長ほか７人（日本国籍１人、インドネシア共和国籍６

人）が乗り組み、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、船長が

船橋当直につき、気仙沼湾西湾の可航幅約２００ｍの水路を手動操舵

により南進していた。 

本船は、船長が、本船の左舷船尾方を同航していた貨物船が次第に

接近しているのを認め、いずれ追い越されると思って貨物船の動静に

注意を向けていたところ、右舷船首方２０ｍ付近に養殖施設に接近し

ていることに気付き、左舵を取るとともに、機関を全速力後進とした

ものの、同施設に進入し、推進器に養殖筏固定用アンカーロープが絡

まった。 

分析 

 

本船は、可航幅約２００ｍの水路を南進中、船長が、本船の左舷船

尾方を同航する貨物船の動静に注意を向けながら航行していたことか

ら、養殖施設に接近していることに気付くのが遅れ、同施設に進入

し、養殖筏固定用アンカーロープが切損したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、可航幅約２００ｍの水路を南進中、船長が、本

船の左舷船尾方を同航する貨物船の動静に注意を向けながら航行して

いたため、養殖施設に接近していることに気付くのが遅れ、同施設に

進入したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

 ・特定の船舶等に注意を向けて周囲の施設等を見逃すことがないよ

う、常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

 

 


